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HAW 及び TVF における事故対処の方法、 

設備及びその有効性評価について 
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【資料 2-5】 

【概要】 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）における事故対

処の有効性評価として、事象進展に応じた防護策を検討し、津波襲来後の事故対

処の実効性の観点から、津波漂流物の影響等を考慮した作業環境を想定して評価

を行う計画であり、その方針について示す（令和２年７月変更申請予定）。 

両施設における事故対処は、地震、津波等により電源、ユーティリティを供給する

安全系関連施設の機能が喪失した場合に、恒設設備の代替として緊急安全対策を

含む可搬型設備等により必要な冷却機能及び閉じ込め機能を回復させる対応を行

うものであり、訓練を通じて具体的な操作手順に要する時間、体制、対策に要する

資源（水源、燃料、電源）等を確認する。 

また、今後、予定している安全対策（HAW 周辺の地盤改良、津波漂流物防護柵の

設置、プルトニウム転換技術開発施設管理棟駐車場の地盤改良等）の実施状況に

応じた有効性評価を行う。 

<196>



HAW 及び TVF における事故対処の方法，設備 

及びその有効性について【評価の代表例】 

地震や津波等により全交流電源が喪失し、崩壊熱除去機能及び閉じ込め機能が喪

失することから、事故対処設備を用いて機能回復を図る。 

HAW及びTVFの事故対処においては，必要な崩壊熱除去機能及び閉じ込め機能を

回復させる対応として，アクセスルートの確保，事故対処設備及び予備品等の確保，

手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備を順次行う計画であり，以下の①～③の

項目を計画的に実施し別図-1 に示す対応フローに基づき有効性を評価する。 

令和２年 7 月段階では，下記①～③の工事は終了していないものの，④の可搬型設

備の分散配備を行い，PCDF 管理棟駐車場に配備した移動式発電機や可搬型エンジ

ンポンプを用いた事故対処が可能であり，現状の安全機能の確保に係る対応状況に

ついて別表-1 に示す。また，代表例として HAW の崩壊熱除去機能喪失時の対応とし

て、地震津波等の外部事象を起因とした全電源喪失に伴う対応ついて別添-1 に示す。 

現段階での事故対処は，ウェットサイトを想定した対応が十分とは言えないことから，

津波軌跡解析に基づく津波漂流物の妥当性を確認し（１０月末予定），津波漂流物等

による影響を考慮したウェットサイトを想定した訓練等を実施した上で有効性評価を行

い， HAW 及び TVF の事故対処の有効性について変更申請を行う（令和３年１月予

定）。 

＜今後実施する安全対策＞ 

①商用及び非常用発電機からの給電を行う既存の電源建家が地震又は津波によ

り機能喪失した場合に，津波の影響を受けない高台で耐震性を確保した地盤

（PCDF 管理棟駐車場）に設置もしくは保管している移動式発電機，電源接続盤，

可搬型設備等により電源を確保する。

【令和３年４月変更申請，令和５年３月工事完了予定】

②可搬型設備の保管場所からのアクセスルート（PCDF 管理棟駐車場）は，耐震性

を確保し，事故対処が確実に行えるようにする。 

【令和３年４月変更申請，令和５年３月工事完了予定】 

③事故対処時の津波漂流物の影響を低減するため，津波漂流物防護柵等を設置

し事故対処が確実に行えるようアクセスルートを確保する。

【令和３年１月変更申請，令和４年６月工事完了予定】

④事故対処設備は，可搬型設備の予備機を分散配備するなど事故対処の信頼性

を確保する。

【HAW について実施済み】

また，以下の工事についても上記の有効性評価を行う際に考慮するものとする。 

【資料２-５】 
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〇HAW の崩壊熱除去機能に係る対策（可搬型設備の分散配置，冷却水コイル及

び HAW 貯槽への直接注水に係る接続口の追加設置等） 

  【令和２年１０月変更申請，令和３年６月工事完了予定】 

〇TVF の崩壊熱除去機能に係る対策（可搬設備の分散配置，冷却水コイル及び

受入槽，濃縮液槽等への直接注水に係る接続口の設置，影響緩和策としてセル

への導出にかかるインテーク弁の改造） 

  【令和２年１０月変更申請，令和３年５月工事完了予定】 

〇TVF 制御室の換気対策工事（全電源喪失時の可搬型設備（ブロワ，フィルタ）に

よる制御室の換気対策） 

  【令和２年１０月変更申請，令和３年１２月工事完了予定】 

〇TVF のガラス固化体保管に係る安全対策  

 

以上 
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HAW
対応状況

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

位置的分散 〇

健全性(耐震性、耐津波等) △

〇

位置的分散 〇

健全性(耐震性、耐津波等) △

想定 作業環境の想定（夜間・休日等） △

移動式発電機からの給電 〇

一次冷却水ポンプの起動 〇

冷却塔の起動 〇

二次冷却水ポンプの起動 〇

可搬型エンジンポンプからの水供給
(ホース敷設、分岐管接続を含む) 〇

〇

〇

想定 作業環境の想定（夜間・休日等） △

移動式発電機(転換駐車場)からの給電 〇

移動式発電機(南東地区)を移動しての給電 △

可搬型エンジンポンプからの水供給
(水槽組立,ホース敷設を含む) 〇

〇

△

△

〇

〇

〇

〇

作業環境 △

△

△

別表-1 HAWにおける崩壊熱除去機能の確保に係る対応状況

沸騰に至るまでの時間算出

評価項目

HAWにおける崩壊熱除去機能喪失時の事故対処の基本方針

崩壊熱除去機能喪失事故時の発生防止策

崩壊熱除去機能喪失事故時の拡大防止策
有効性評価

能力

評価のシナリオ

沸騰に至るまでの時間
事象進展（事故条件，機能喪失する範囲）

起因事象

安全機能の喪失する範囲

評価条件の不確かさ

屋外アクセスルート

状況の想定及びルート確保

ウェットサイト、漂流物対策（重機，津波防護柵）

有効性評価の判断基準

沸騰に至るまでの時間と通水に要する時間

必要な要員及び資源の評価

事故が同時又は連鎖して発生した場合を想定
判断基準への適合性

有効性評価の判断

要員配置
要員の操作の時間余裕

地震，津波，竜巻，火災，火山の降灰等

移動式発電機

訓練項目

作業の所要時間

配備場所

通水に必要な要員数

アクセスルート確保の時間

アクセスルートの地盤（地盤補強，複数ルート）

評価条件（初期温度，発熱量）

屋外
訓練項目

屋内アクセスルート
状況の想定及びルート確保

アクセスルート確保の時間

事故対処設備に関連する操作条件

屋内

事故対処設備に関連する機器の条件（性能及び保管場所）

可搬型エンジンポンプ

能力

配備場所
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【概要】 

〇ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟（以下，「TVF 開発棟」と

いう。）について，廃止措置計画用設計津波（以下，「設計津波」という。）に対す

る建家外壁の強度評価について、波力及び余震との重畳を踏まえた津波荷重に

対し構造強度を維持していることを示す。 

〇TVF 開発棟における浸水の可能性のある経路について確認結果を示す。また， 

接続するトレンチ（T20、T21）が浸水した場合においても建家内が浸水しないよ

う，トレンチの内壁とスラブの構造強度を維持していることを強度評価により示

す。 

〇建家外壁の強度評価の結果，浸水防止扉を設置している外壁の補強を要するこ

とから，当該外壁の補強方法と合わせて令和3年1月までに浸水防止扉の強度評

価を示す。 

【資料２－２】 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の 

廃止措置計画用設計津波に対する津波影響評価に関する説明書 

令和２年７月１６日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

【7/14面談 追加資料】
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5.4 評価のまとめ 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟は，ケース 1（浮力＋余震

＋水圧），ケース 2（波力＋余震），ケース 3（波力＋漂流物衝突荷重）の荷重条件

に対して，保有水平耐力の検定比は最大 0.36，接地圧の検定比は最大 0.25であり，

許容限界（終局耐力）以下であることを確認した。また，建家外壁のうち 9通り（東

面）外壁及び A 通り（南面）外壁についても検定比は最大 0.891 であり，許容限界

（短期許容応力）以下であることを確認した。 

建家外壁の評価に用いた応力（曲げモーメント，せん断力）は，表 4-1-1～表 4-

3-1 に示すとおり，水圧や余震，漂流物による応力に比べて波力による応力が大き

い。波力算定に用いる津波高さについては「港湾構造物なし，周辺建家なし」とし，

潮位変動に基づき潮位のばらつきを考慮した値とする等，安全側となる荷重の設定

をしており,9通り（東面）外壁及び A通り（南面）外壁は，耐津波設計上の裕度を

有している。 

一方，1通り（西面）外壁の応力は，ケース 1，2，3いずれにおいても許容限界を

超えるため，補強を実施する。また，H通り（北面）外壁の応力はケース 2において

耐津波設計上の裕度を有していないため，補強を実施する。具体的な補強方法に

ついては，令和 3 年 1 月までに示す。 
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